
１９ 

 

議第４１号 

 

   高山市税条例の一部を改正する条例について 

 

 高山市税条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

  平成２５年６月３日提出 

 

                           高山市長  國 島  芳 明    

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 地方税法等の改正に伴い改正しようとする。 

 



２０ 

 

   高山市税条例の一部を改正する条例 

 高山市税条例（昭和３０年高山市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（給与支払報告書等の提出義務） （給与支払報告書等の提出義務） 

第３１条 （略） 第３１条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

 ５ 第１項又は第３項の規定によつて給与支払

報告書を提出する義務がある者で、当該給与

支払報告書の提出期限の属する年において所

得税法第２２６条第１項に規定する源泉徴収

票について同法第２２８条の４第１項の適用

を受けるものは、第１項又は第３項の規定に

かかわらず、当該給与支払報告書に記載すべ

きものとされるこれらの規定に規定する事項

（以下この項及び第７項において「給与支払

報告書記載事項」という。）を次に掲げる方法

のいずれかにより市長に提出しなければなら

ない。 

  ⑴ 電子情報処理組織（行政手続等における

情報通信の技術の利用に関する法律（平成

１４年法律第１５１号）第３条第１項に規

定する電子情報処理組織をいう。次項第１

号において同じ。）を使用する方法として法

規則第１０条第２項で定める方法 

  ⑵ 当該給与支払報告書記載事項を法規則第

１０条第４項で定めるところにより記録し

た光ディスク、磁気テープその他の同条第

５項で定める記録用の媒体（以下この条に

おいて「光ディスク等」という。）を提出す

る方法 

 ６ 第４項の規定によつて公的年金等支払報告

書を提出する義務がある者で、当該公的年金

等支払報告書の提出期限の属する年において

所得税法第２２６条第３項に規定する源泉徴



２１ 

 

収票について同法第２２８条の４第１項の規

定の適用を受けるものは、第４項の規定にか

かわらず、当該公的年金等支払報告書に記載

すべきものとされる同項に規定する事項（以

下この項及び次項において「公的年金等支払

報告書記載事項」という。）を次に掲げる方法

のいずれかにより市長に提出しなければなら

ない。 

  ⑴ 電子情報処理組織を使用する方法として

法規則第１０条第２項で定める方法 

  ⑵ 当該公的年金等支払報告書記載事項を法

規則第１０条第４項で定めるところにより

記録した光ディスク等を提出する方法 

 ７ 第１項、第３項又は第４項の規定によつて

給与支払報告書又は公的年金等支払報告書

（以下この項及び次項において「報告書」と

いう。）を提出すべき者（前２項の規定の適用

を受ける者を除く。）が、令第４８条の９の８

に定めるところにより法第３１７条の６第１

項、第３項若しくは第４項に規定する市長の

承認を受けた場合又はこれらの規定により提

出すべき報告書の提出期限の属する年以前の

各年のいずれかの年において前２項の規定に

基づき給与支払報告書記載事項若しくは公的

年金等支払報告書記載事項（以下この項及び

次項において「記載事項」という。）を記録し

た光ディスク等を提出した場合には、その者

が提出すべき報告書の記載事項を記録した光

ディスク等の提出をもつて当該報告書の提出

に代えることができる。 

 ８ 第５項又は第６項の規定により行われた記

載事項の提供及び前項の規定により行われた

光ディスク等の提出については、第１項、第

３項又は第４項の規定により報告書の提出が



２２ 

 

行われたものとみなして、第２８条第２項及

びこの条第１項から第４項までの規定を適用

する。 

  

   付 則    付 則 

（延滞金の割合等の特例） （延滞金の割合等の特例） 

第３条の３ 当分の間、第１９条、第４６条第

２項、第５３条第４項、第５５条第２項、第

５８条、第５９条の１２第２項、第８０条第

２項、第１０８条の４第５項、第１０８条の

７第２項、第１５２条第２項及び第１５３条

第２項に規定する延滞金の年７．３パーセン

トの割合は、これらの規定にかかわらず、各

年の特例基準割合（各年の前年の１１月３０

日を経過する時における日本銀行法（平成９

年法律第８９号）第１５条第１項第１号の規

定により定められる商業手形の基準割引率に

年４パーセントの割合を加算した割合をい

う。）が年７．３パーセントの割合に満たない

場合には、その年中においては、当該特例基

準割合（当該割合に０．１パーセント未満の

端数があるときは、これを切り捨てる。）とす

る。 

第３条の３ 当分の間、第１９条、第４６条第

２項、第５３条第３項、第５５条第２項、第

５９条の１２第２項、第８０条第２項、第１

０８条の４第５項、第１０８条の７第２項、

第１５２条第２項及び第１５３条第２項に規

定する延滞金の年１４．６パーセントの割合

及び年７．３パーセントの割合は、これらの

規定にかかわらず、各年の特例基準割合（当

該年の前年に租税特別措置法第９３条第２項

の規定により告示された割合に年１パーセン

トの割合を加算した割合をいう。以下この条

において同じ。）が年７．３パーセントの割合

に満たない場合には、その年（以下この条に

おいて「特例基準割合適用年」という。）中に

おいては、年１４．６パーセントの割合にあ

つては当該特例基準割合適用年における特例

基準割合に年７．３パーセントの割合を加算

した割合とし、年７．３パーセントの割合に

あつては当該特例基準割合に年１パーセント

の割合を加算した割合（当該加算した割合が

年７．３パーセントの割合を超える場合には、

年７．３パーセントの割合）とする。 

 ２ 当分の間、第５８条に規定する延滞金の年

７．３パーセントの割合は、同条の規定にか

かわらず、特例基準割合適用年中においては、

当該特例基準割合適用年における特例基準割

合とする。 

  



２３ 

 

 （納期限の延長に係る延滞金の特例）  （納期限の延長に係る延滞金の特例） 

第４条 当分の間、日本銀行法第１５条第１項

（第１号に係る部分に限る。）の規定により定

められる商業手形の基準割引率が年５．５パ

ーセントを超えて定められる日からその後年

５．５パーセント以下に定められる日の前日

までの期間（以下本項において「特例期間」

という。）内（法人税法第７５条の２第１項（同

法第１４５条第１項において準用する場合を

含む。）の規定により延長された法第３２１条

の８第１項に規定する申告書の提出期限又は

法人税法第８１条の２４第１項の規定により

延長された法第３２１条の８第４項に規定す

る申告書の提出期限が当該年５．５パーセン

ト以下に定められる日以後に到来することと

なる市民税に係る申告基準日が特例期間内に

到来する場合には、当該市民税に係る第５８

条の規定による延滞金については、当該年５．

５パーセントを超えて定められる日から当該

延長された申告書の提出期限までの期間内）

は、特例期間内にその申告基準日の到来する

市民税に係る第５８条に規定する延滞金の年

７．３パーセントの割合は、同条及び前条の

規定にかかわらず、当該年７．３パーセント

の割合と当該申告基準日における当該商業手

形の基準割引率のうち年５．５パーセントの

割合を超える部分の割合を年０．２５パーセ

ントの割合で除して得た数を年０．７３パー

セントの割合に乗じて計算した割合とを合計

した割合（当該合計した割合が年１２．７７

５パーセントの割合を超える場合には、年１

２．７７５パーセントの割合）とする。 

第４条 当分の間、日本銀行法（平成９年法律

第８９号）第１５条第１項（第１号に係る部

分に限る。）の規定により定められる商業手形

の基準割引率が年５．５パーセントを超えて

定められる日からその後年５．５パーセント

以下に定められる日の前日までの期間（当該

期間内に前条第２項の規定により第５８条に

規定する延滞金の割合を同項に規定する特例

基準割合とする年に含まれる期間がある場合

には、当該期間を除く。以下この項において

「特例期間」という。）内（法人税法第７５条

の２第１項（同法第１４５条第１項において

準用する場合を含む。）の規定により延長され

た法第３２１条の８第１項に規定する申告書

の提出期限又は法人税法第８１条の２４第１

項の規定により延長された法第３２１条の８

第４項に規定する申告書の提出期限が当該年

５．５パーセント以下に定められる日以後に

到来することとなる市民税に係る申告基準日

が特例期間内に到来する場合における当該市

民税に係る第５８条の規定による延滞金につ

いては、当該年５．５パーセントを超えて定

められる日から当該延長された申告書の提出

期限までの期間内）は、特例期間内にその申

告基準日の到来する市民税に係る第５８条に

規定する延滞金の年７．３パーセントの割合

は、同条及び前条第２項の規定にかかわらず、

当該年７．３パーセントの割合と当該申告基

準日における当該商業手形の基準割引率のう

ち年５．５パーセントの割合を超える部分の

割合を年０．２５パーセントの割合で除して

得た数を年０．７３パーセントの割合に乗じ

て計算した割合とを合計した割合（当該合計



２４ 

 

した割合が年１２．７７５パーセントの割合

を超える場合には、年１２．７７５パーセン

トの割合）とする。 

２ （略） ２ （略） 

  

 （公益法人等に係る市民税の課税の特例）  （公益法人等に係る市民税の課税の特例） 

第４条の２ 当分の間、租税特別措置法第４０

条第３項後段(同条第６項から第９項までの

規定によりみなして適用する場合を含む。以

下本条において同じ。）の規定の適用を受けた

同条第３項に規定する公益法人等（同条第６

項から第９項までの規定により特定贈与等に

係る公益法人等とみなされる法人を含む。）を

同条第３項に規定する贈与又は遺贈を行つた

個人とみなして、令附則第３条の２の３で定

めるところにより、これに同項に規定する財

産（同法第４０条第６項から第９項までの規

定により特定贈与等に係る財産とみなされる

資産を含む。）に係る山林所得の金額、譲渡所

得の金額又は雑所得の金額に係る市民税の所

得割を課する。 

第４条の２ 当分の間、租税特別措置法第４０

条第３項後段(同条第６項から第１０項まで

の規定によりみなして適用する場合を含む。

以下本条において同じ。）の規定の適用を受け

た同条第３項に規定する公益法人等（同条第

６項から第１０項までの規定により特定贈与

等に係る公益法人等とみなされる法人を含

む。）を同条第３項に規定する贈与又は遺贈を

行つた個人とみなして、令附則第３条の２の

３で定めるところにより、これに同項に規定

する財産（同法第４０条第６項から第１０項

までの規定により特定贈与等に係る財産とみ

なされる資産を含む。）に係る山林所得の金

額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る

市民税の所得割を課する。 

  

 （個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除）  （個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除） 

第８条の３ （略） 第８条の３ （略） 

  

第８条の３の２ 平成２２年度から平成３５年

度までの各年度分の個人の市民税に限り、所

得割の納税義務者が前年分の所得税につき租

税特別措置法第４１条又は第４１条の２の２

の規定の適用を受けた場合（居住年が平成１

１年から平成１８年まで又は平成２１年から

平成２５年までの各年である場合に限る。）に

おいて、前条第１項の規定の適用を受けない

ときは、法附則第５条の４の２第５項に規定

第８条の３の２ 平成２２年度から平成３９年

度までの各年度分の個人の市民税に限り、所

得割の納税義務者が前年分の所得税につき租

税特別措置法第４１条又は第４１条の２の２

の規定の適用を受けた場合（居住年が平成１

１年から平成１８年まで又は平成２１年から

平成２９年までの各年である場合に限る。）に

おいて、前条第１項の規定の適用を受けない

ときは、法附則第５条の４の２第６項に規定
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するところにより控除すべき額を、当該納税

義務者の第３５条及び第３６条の３の規定を

適用した場合の所得割の額から控除する。 

するところにより控除すべき額を、当該納税

義務者の第３５条及び第３６条の３の規定を

適用した場合の所得割の額から控除する。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

 （優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡

した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税

の特例） 

 （優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡

した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税

の特例） 

第１１条の２ （略） 第１１条の２ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項（前項において準用する場合を含

む。）の場合において、所得割の納税義務者が、

その有する土地等につき、租税特別措置法第

３３条から第３３条の４まで、第３４条から

第３５条の２まで、第３６条の２、第３６条

の５、第３７条、第３７条の４から第３７条

の７まで又は第３７条の９の２から第３７条

の９の５までの規定の適用を受けるときは、

当該土地等の譲渡は、第１項に規定する優良

住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確

定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当し

ないものとみなす。 

３ 第１項（前項において準用する場合を含

む。）の場合において、所得割の納税義務者が、

その有する土地等につき、租税特別措置法第

３３条から第３３条の４まで、第３４条から

第３５条の２まで、第３６条の２、第３６条

の５、第３７条、第３７条の４から第３７条

の７まで、第３７条の９の４又は第３７条の

９の５の規定の適用を受けるときは、当該土

地等の譲渡は、第１項に規定する優良住宅地

等のための譲渡又は前項に規定する確定優良

住宅地等予定地のための譲渡に該当しないも

のとみなす。 

  

（東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地

に係る譲渡期限の延長の特例） 

（東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地

に係る譲渡期限の延長等の特例） 

第２８条の２ その有していた家屋でその居住

の用に供していたものが東日本大震災（平成

２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋

沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故に

よる災害をいう。）により滅失（東日本大震災

の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に

関する法律（平成２３年法律第２９号。以下

この項及び次条において「震災特例法」とい

う。）第１１条の６第１項に規定する滅失をい

第２８条の２ その有していた家屋でその居住

の用に供していたものが東日本大震災（平成

２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋

沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故に

よる災害をいう。次項において同じ。）により

滅失（東日本大震災の被災者等に係る国税関

係法律の臨時特例に関する法律（平成２３年

法律第２９号。以下この条及び次条において

「震災特例法」という。）第１１条の６第１項
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う。以下この項において同じ。）をしたことに

よつてその居住の用に供することができなく

なつた所得割の納税義務者が、当該滅失をし

た当該家屋の敷地の用に供されていた土地又

は当該土地の上に存する権利の譲渡（震災特

例法第１１条の４第６項に規定する譲渡をい

う。）をした場合には、付則第１１条第１項中

「第３６条」とあるのは「第３６条（東日本

大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時

特例に関する法律（平成２３年法律第２９号）

第１１条の６第１項の規定により適用される

場合を含む。）」と、「同法第３１条第１項」と

あるのは「租税特別措置法第３１条第１項」

と、付則第１１条の２第３項中「第３７条の

９の５まで」とあるのは「第３７条の９の５

まで（東日本大震災の被災者等に係る国税関

係法律の臨時特例に関する法律第１１条の６

第１項の規定により適用される場合を含

む。）」と、付則第１１条の３第１項中「租税

特別措置法第３１条の３第１項」とあるのは

「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法

律の臨時特例に関する法律第１１条の６第１

項の規定により適用される租税特別措置法第

３１条の３第１項」と、付則第１２条第１項

中「第３６条」とあるのは「第３６条（東日

本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨

時特例に関する法律第１１条の６第１項の規

定により適用される場合を含む。）」と、「同法

第３２条第１項」とあるのは「租税特別措置

法第３２条第１項」として、付則第１１条、

付則第１１条の２、付則第１１条の３又は付

則第１２条の規定を適用する。 

に規定する滅失をいう。以下この項及び次項

において同じ。）をしたことによつてその居住

の用に供することができなくなつた所得割の

納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷

地の用に供されていた土地等（同条第１項に

規定する土地等をいう。次項において同じ。）

の譲渡（震災特例法第１１条の４第６項に規

定する譲渡をいう。次項において同じ。）をし

た場合には、次の表の左欄に掲げる規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句として、付則第１１条、付則

第１１条の２、付則第１１条の３又は付則第

１２条の規定を適用する。 

付則第１

１条第１

項 

第３５条

第１項 

第３５条第１項（東日

本大震災の被災者等に

係る国税関係法律の臨

時特例に関する法律

（平成２３年法律第２

９号）第１１条の６第

１項の規定により適用

される場合を含む。） 

同法第３

１条第１

項 

租税特別措置法第３１

条第１項 

付則第１

１条の２

第３項 

第３５条

の ２ ま

で、第３

６ 条 の

２、第３

６条の５ 

第３４条の３まで、第

３５条（東日本大震災

の被災者等に係る国税

関係法律の臨時特例に

関する法律第１１条の

６第１項の規定により

適用される場合を含

む。）、第３５条の２、

第３６条の２若しくは 



２７ 

 

 

  第３６条の５（これら

の規定が東日本大震災

の被災者等に係る国税

関係法律の臨時特例に

関する法律第１１条の

６第１項の規定により

適用される場合を含

む。） 

付則第１

１条の３

第１項 

租税特別

措置法第

３１条の

３第１項 

東日本大震災の被災者

等に係る国税関係法律

の臨時特例に関する法

律第１１条の６第１項

の規定により適用され

る租税特別措置法第３

１条の３第１項 

付則第１

２条 

第３５条

第１項 

第３５条第１項（東日

本大震災の被災者等に

係る国税関係法律の臨

時特例に関する法律第

１１条の６第１項の規

定により適用される場

合を含む。） 

同法第３

２条第１ 

租税特別措置法第３２

条第１項 

 項  

 ２ その有していた家屋でその居住の用に供し

ていたものが東日本大震災により滅失をした

ことによつてその居住の用に供することがで

きなくなつた所得割の納税義務者（以下この

項において「被相続人」という。）の相続人（震

災特例法第１１条の６第２項に規定する相続

人をいう。以下この項において同じ。）が、当

該滅失をした旧家屋（同条第２項に規定する



２８ 

 

旧家屋をいう。以下この項において同じ。）の

敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした

場合（当該譲渡の時までの期間当該土地等を

当該相続人の居住の用に供する家屋の敷地の

用に供していない場合に限る。）における当該

土地等（当該土地等のうちにその居住の用に

供することができなくなつた時の直前におい

て旧家屋に居住していた者以外の者が所有し

ていた部分があるときは、当該土地等のうち

当該部分以外の部分に係るものに限る。以下

この項において同じ。）の譲渡については、当

該相続人は、当該旧家屋を当該被相続人がそ

の取得をした日として令附則第２７条の２第

４項で定める日から引き続き所有していたも

のと、当該直前において当該旧家屋の敷地の

用に供されていた土地等を所有していたもの

とそれぞれみなして、前項の規定により読み

替えられた付則第１１条、付則第１１条の２、

付則第１１条の３又は付則第１２条の規定を

適用する。 

２ 前項の規定は、同項の規定の適用を受けよ

うとする年度分の第２８条第１項の規定によ

る申告書（その提出期限後において市民税の

納税通知書が送達される時までに提出された

もの及びその時までに提出された第２９条第

１項の確定申告書を含む。）に、前項の規定の

適用を受けようとする旨の記載があるとき

（これらの申告書にその記載がないことにつ

いてやむを得ない理由があると市長が認める

ときを含む。）に限り、適用する。 

３ 前２項の規定は、これらの規定の適用を受

けようとする年度分の第２８条第１項の規定

による申告書（その提出期限後において市民

税の納税通知書が送達される時までに提出さ

れたもの及びその時までに提出された第２９

条第１項の確定申告書を含む。）に、これらの

規定の適用を受けようとする旨の記載がある

とき（これらの申告書にその記載がないこと

についてやむを得ない理由があると市長が認

めるときを含む。）に限り、適用する。 

  

（東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額

控除の適用期限等の特例） 

（東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額

控除の適用期限等の特例） 

第２９条 所得割の納税義務者が前年分の所得 第２９条 所得割の納税義務者が前年分の所得



２９ 

 

税につき震災特例法第１３条第１項の規定の

適用を受けた場合における付則第８条の３及

び付則第８条の３の２の規定の適用について

は、付則第８条の３第１項中「租税特別措置

法第４１条又は第４１条の２の２」とあるの

は「東日本大震災の被災者等に係る国税関係

法律の臨時特例に関する法律（平成２３年法

律第２９号）第１３条第１項の規定により読

み替えて適用される租税特別措置法第４１条

又は同項の規定により適用される租税特別措

置法第４１条の２の２」と、「法附則第５条の

４第６項」とあるのは「法附則第４５条第３

項の規定により読み替えて適用される法附則

第５条の４第６項」と、付則第８条の３の２

第１項中「租税特別措置法第４１条又は第４

１条の２の２」とあるのは「東日本大震災の

被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関

する法律第１３条第１項の規定により読み替

えて適用される租税特別措置法第４１条又は

同項の規定により適用される租税特別措置法

第４１条の２の２」と、「法附則第５条の４の

２第５項」とあるのは「法附則第４５条第３

項の規定により読み替えて適用される法附則

第５条の４の２第５項」と、同条第２項第２

号中「租税特別措置法第４１条の２の２」と

あるのは「東日本大震災の被災者等に係る国

税関係法律の臨時特例に関する法律第１３条

第１項の規定により適用される租税特別措置

法第４１条の２の２」とする。 

税につき震災特例法第１３条第１項の規定の

適用を受けた場合における付則第８条の３及

び付則第８条の３の２の規定の適用について

は、付則第８条の３第１項中「租税特別措置

法第４１条又は第４１条の２の２」とあるの

は「東日本大震災の被災者等に係る国税関係

法律の臨時特例に関する法律（平成２３年法

律第２９号）第１３条第１項の規定により読

み替えて適用される租税特別措置法第４１条

又は同項の規定により適用される租税特別措

置法第４１条の２の２」と、「法附則第５条の

４第６項」とあるのは「法附則第４５条第４

項の規定により読み替えて適用される法附則

第５条の４第６項」と、付則第８条の３の２

第１項中「租税特別措置法第４１条又は第４

１条の２の２」とあるのは「東日本大震災の

被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関

する法律第１３条第１項の規定により読み替

えて適用される租税特別措置法第４１条又は

同項の規定により適用される租税特別措置法

第４１条の２の２」と、「法附則第５条の４の

２第６項」とあるのは「法附則第４５条第４

項の規定により読み替えて適用される法附則

第５条の４の２第６項」と、同条第２項第２

号中「租税特別措置法第４１条の２の２」と

あるのは「東日本大震災の被災者等に係る国

税関係法律の臨時特例に関する法律第１３条

第１項の規定により適用される租税特別措置

法第４１条の２の２」とする。 

２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につ

き震災特例法第１３条第３項若しくは第４項

又は第１３条の２第１項から第５項までの規

定の適用を受けた場合における付則第８条の

３及び第８条の３の２の規定の適用について 

２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につ

き震災特例法第１３条第３項若しくは第４項

又は第１３条の２第１項から第５項までの規

定の適用を受けた場合における付則第８条の

３及び第８条の３の２の規定の適用について 



３０ 

 

は、付則第８条の３第１項中「法附則第５条

の４第６項」とあるのは「法附則第４５条第

４項の規定により読み替えて適用される法附

則第５条の４第６項」と、付則第８条の３の

２第１項中「法附則第５条の４の２第５項」

とあるのは「法附則第４５条第４項の規定に

より読み替えて適用される法附則第５条の４

の２第５項」とする。 

は、付則第８条の３第１項中「法附則第５条

の４第６項」とあるのは「法附則第４５条第

５項の規定により読み替えて適用される法附

則第５条の４第６項」と、付則第８条の３の

２第１項中「法附則第５条の４の２第６項」

とあるのは「法附則第４５条第５項の規定に

より読み替えて適用される法附則第５条の４

の２第６項」とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成２６年１月１日から施行する。ただし、付則第８条の３の２及び第２９

条の改正並びに附則第３条第３項の規定は、平成２７年１月１日から施行する。 

 （延滞金に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の高山市税条例（以下「新条例」という。）付則第３条の３の規定は、

延滞金のうち平成２６年１月１日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対

応するものについては、なお従前の例による。 

 （市民税に関する経過措置） 

第３条 新条例付則第４条の２の規定は、平成２６年度以後の年度分の個人の市民税について適用

し、平成２５年度までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例付則第２８条の２第２項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成２５年１月１日

以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。 

３ 新条例付則第２９条の規定は、平成２７年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平

成２６年度までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

 


